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１．改正の内容

平成１６年７月２０日付け薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知

「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高

度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（告示）及び薬事法第二条第

八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器（告示）の施

行について」の別添CD-ROMの記録内容の一部を次のように改正する。



ウマ心膜パッチの項の次に次のように加える。  
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35273404 ウシ心膜パッチ 心中隔欠損、心筋組織損傷、心膜又は術中に作成した血

管開口部の閉鎖及び修復に用いる器具をいう。ウシ心のう

膜からなる。 
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２．関連通知の改正 

 

 平成１７年３月３１日付け薬食発第 0331008 号厚生労働省医薬食品局長通知 

「医療機器の修理区分の該当性について」の別表の一部を次のように改正する。      

ウマ心膜パッチの項の次に次のように加える。 
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